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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２６年３月２０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突（灯浮標） 

発生日時 平成２５年９月８日 ０７時０９分ごろ 

発生場所 浦賀水道航路（浦賀水道中央第１号灯浮標）  

（概位 北緯３５°１２.７′ 東経１３９°４６.６′） 

事故調査の経過  平成２５年９月１７日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第十七兼
かね

市
いち

丸、１９トン 

ＣＢ２－８５２２６（漁船登録番号）、個人所有 

１８.７４ｍ（Lr）×４.２７ｍ×１.６７ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関２基、８４６kＷ（合計）、昭和６３年１１月１６日 

第２９０－６００１０号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ４４歳 

 一級小型船舶操縦士 

  免許登録日 平成２２年８月２７日 

  免許証交付日 平成２２年８月２７日 

         （平成２７年８月２６日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 本船  船首部外板に破口等 

灯浮標  浮体部に擦過傷、支柱等に曲損 

 事故の経過 本船は、船長ほか３人が乗り組み、神奈川県横須賀市久里浜港を平

成２５年９月８日０６時５０分ごろ千葉県富津市萩生漁港へ向けて出

港し、船長が、操舵室中央の操舵スタンドの前に立ち、単独で手動操

舵によって操船を行い、浦賀水道航路第１号灯浮標を向針目標にして

機関を回転数毎分（rpm）約１,２００に定め、約７～８ノット（kn）

の対地速力で東南東進した。 

船長は、機関を約１,５００rpm として約１０kn へ増速し、浦賀水

道航路へ航路の西側から入り、浦賀水道航路の出航船の船首を通過

後、右舷船首方に北進する浦賀水道航路への入航船を認め、同船の船

首を横切ろうと思い、同船の方位変化を監視することに意識を集中し

ながら航行を続けた。 

本船は、０７時０９分ごろ、浦賀水道航路を東南東進中、船首部が
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浦賀水道中央第１号灯浮標（以下「本件灯浮標」という。）に衝突し

た。 

船長は、船首付近で衝突音があり、船首が持ち上げられるような衝

撃を感じ、船速がなくなったことから、遊漁船に衝突したものと思

い、機関操縦レバーを中立とした後、状況を確認しようとして前部甲

板へ行ったところ、本件灯浮標の上部が見えたので、本船が本件灯浮

標に乗り揚げるようにして衝突したことを知った。 

船長は、本船及び本件灯浮標の損傷状況を目視で確認した後、携帯

電話で船舶所有者へ本事故の発生を知らせ、本船の船首部に浸水して

いることを認めて早急に修理の必要があると思い、海上保安庁へ本事

故発生の通知をしないで帰った。 

船長は、入港後、海上保安庁担当官から、事故発生の事実確認の電

話連絡があった旨を船舶所有者から知らされた。 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 南東、風速 約２.１m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 その他の事項 

 

本船は、船首から順に前部甲板、魚倉、操舵室、機関室及び後部甲

板で構成され、前部甲板上に船首マスト及びクレーンが設けられ、操

舵室内に操舵スタンド、レーダー２基、ＧＰＳプロッター、マグネッ

トコンパス、魚群探知機等が備えられていた。 

船長は、約３年前に船舶所有者の漁船の乗組員として雇用され、約

２年前から船長職をとり、約１年前から購入直後の本船の船長を務め

ていた。 

本船は、魚倉区画に水を入れていなかった。 

本船は、航海計器、舵、主機関等に故障はなかった。 

船長は、本船が船首浮上によって船首方に死角（視界が制限される

状態）が生じ、前方にいる船舶を視認しにくいので、ふだんは船首を

振って船首死角を補う見張り及びレーダーによる見張りを行っていた

が、本事故当時、北進中の浦賀水道航路への入航船の方位変化に意識

を集中し、死角を補う見張りを行っていなかった。 

本船の船首浮上の状況は、船長が操舵スタンドの前に立った状態で

水平線が見えなかった。 

本船は、本件灯浮標をＧＰＳプロッターに表示していた。 

船長は、本船の水揚げ先が、魚価に応じて船舶所有者によって決定

され、久里浜港で水揚げをする機会も多く、浦賀水道航路を横切って

本件灯浮標付近を何回も航行した経験があった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

本船は、横須賀港東方沖を手動操舵で東南東進中、船長が、北進す
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る浦賀水道航路への入航船の方位変化に意識を集中していたことか

ら、本件灯浮標に気付かず、本件灯浮標と衝突したものと考えられ

る。 

原因 本事故は、本船が、横須賀港東方沖を手動操舵で東南東進中、船長

が、北進する浦賀水道航路への入航船の方位変化に意識を集中してい

たため、本件灯浮標に気付かず、本件灯浮標と衝突したことにより発

生したものと考えられる。 

参考 本船は、本事故後、前部魚倉区画に水を入れ、船首浮上を抑制して

運航する措置を講じた。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・航路を横切る場合には、船首死角が生じないように減速を行い、

周囲の見張りを容易に行うことができる状態とし、レーダーを活

用するなどして物標を見落とさないこと。 

 


